
接種回数

６０～６４歳の生保

または非課税者
1回/年 無料

※帯状疱疹ワクチン接種間隔について、2回目は、1回目から2～6ヵ月以内に接種してください。（標準的には2か月）

例 令和8年4月1日 令和9年3月31日

任意

帯状疱疹 ５０歳以上

季節性

インフルエンザ

インフルエンザ

（ＨＡ）
不活化

生涯に１度のみの助成。

R８.４から使用ワクチンが２３価から２０価に変更

帯状疱疹

組み換え

帯状疱疹ワクチン
不活化

６５歳および

６０～６４歳の身障者１級相当者
２回/1セット

(年度内)

不活化：12000円×2回

（生涯1セットのみ費用助成）

※全額自己負担の場合は44000

円

令和１２年３月３１日までの間は、

６５歳から５歳刻みで１００歳まで、その年齢になる日の属する

年度の初日から当該年度の末日まで定期接種の対象とする。

接種間隔：２回目は１回目から２～６ヵ月以内

（標準的には２か月）※下記参照

5000円

高齢者肺炎球菌
沈降２０価肺炎球

菌ワクチン
不活化

６５歳および

６０～６４歳の身障者１級相当者
1回/年 7000円

季節性

インフルエンザ

インフルエンザ

（ＨＡ）
不活化

６５歳以上および

６０～６４歳の身障者１級相当者
1回/年 無料

１０月下旬頃～２月末頃まで

（毎年、時期は前後します)

新型コロナウイルス
オミクロン株対応

1価ワクチン

ｍＲＮＡ

ワクチン

６５歳以上

６０～６４歳の身障者１級相当者
1回/年

喜茂別町内で実施している大人（妊婦、高齢者）予防接種項目一覧表

大人 対象疾患 ワクチン名称/種類 対象年齢 費用 備考

１回目 ２回目

2～6ヵ月


